
意見募集意見募集意見募集意見募集((((パブリックパブリックパブリックパブリックコメントコメントコメントコメント))))についてについてについてについて    

    

（仮称）嘉手納町地域福祉推進計画（素案）（仮称）嘉手納町地域福祉推進計画（素案）（仮称）嘉手納町地域福祉推進計画（素案）（仮称）嘉手納町地域福祉推進計画（素案）    

    ＜＜＜＜地域福祉計画及び地域福祉活動計画地域福祉計画及び地域福祉活動計画地域福祉計画及び地域福祉活動計画地域福祉計画及び地域福祉活動計画＞＞＞＞    

 

嘉手納町では、嘉手納町では、嘉手納町では、嘉手納町では、これまで培われてきたこれまで培われてきたこれまで培われてきたこれまで培われてきた町町町町民民民民、、、、自治会及び地域関係団体等の自治会及び地域関係団体等の自治会及び地域関係団体等の自治会及び地域関係団体等の支え合い支え合い支え合い支え合い

の活動をの活動をの活動をの活動を中心と中心と中心と中心として、して、して、して、いろいろないろいろないろいろないろいろな福祉福祉福祉福祉の活動を行っている方やの活動を行っている方やの活動を行っている方やの活動を行っている方や支援している方と支援している方と支援している方と支援している方と    

つながり、一緒に活動つながり、一緒に活動つながり、一緒に活動つながり、一緒に活動することですることですることですることで新たな「新たな「新たな「新たな「支え合い支え合い支え合い支え合い（共助）」（共助）」（共助）」（共助）」ののののしくみをしくみをしくみをしくみをつくりあげつくりあげつくりあげつくりあげ

ていくためていくためていくためていくため「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」を一体的に策定いたします「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」を一体的に策定いたします「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」を一体的に策定いたします「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」を一体的に策定いたします。。。。    

このこのこのこの計画における計画における計画における計画における地域福祉を地域福祉を地域福祉を地域福祉を推進推進推進推進していくしていくしていくしていくためには、地域の福祉を担う嘉手納町ためには、地域の福祉を担う嘉手納町ためには、地域の福祉を担う嘉手納町ためには、地域の福祉を担う嘉手納町    

社会福祉協議会の活動と社会福祉協議会の活動と社会福祉協議会の活動と社会福祉協議会の活動と整合性を保ち協働で行う整合性を保ち協働で行う整合性を保ち協働で行う整合性を保ち協働で行うことが必要です。ことが必要です。ことが必要です。ことが必要です。    

嘉手納町社会福祉協議会の基本理念、基本施策の方向性を共有し、共通認識を図り嘉手納町社会福祉協議会の基本理念、基本施策の方向性を共有し、共通認識を図り嘉手納町社会福祉協議会の基本理念、基本施策の方向性を共有し、共通認識を図り嘉手納町社会福祉協議会の基本理念、基本施策の方向性を共有し、共通認識を図り

ながら地域の福祉力の向上に向けた支援を推進いたします。ながら地域の福祉力の向上に向けた支援を推進いたします。ながら地域の福祉力の向上に向けた支援を推進いたします。ながら地域の福祉力の向上に向けた支援を推進いたします。    

    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、この計画の素案について、皆様の意見を募集いたします。、この計画の素案について、皆様の意見を募集いたします。、この計画の素案について、皆様の意見を募集いたします。、この計画の素案について、皆様の意見を募集いたします。    

また、いただいた御意見の概要とそれに対する嘉手納町の考え方は、後日また、いただいた御意見の概要とそれに対する嘉手納町の考え方は、後日また、いただいた御意見の概要とそれに対する嘉手納町の考え方は、後日また、いただいた御意見の概要とそれに対する嘉手納町の考え方は、後日、、、、ホームホームホームホーム    

ページで公開いたします。ページで公開いたします。ページで公開いたします。ページで公開いたします。    

 

平成２７年３月１０日(火)～平成２７年３月２３日(月) 

 

 

１．１．１．１．閲覧閲覧閲覧閲覧資料の内容資料の内容資料の内容資料の内容    

 

  

【資料名】【資料名】【資料名】【資料名】    『（仮称）『（仮称）『（仮称）『（仮称）嘉手納町地域福祉推進計画』嘉手納町地域福祉推進計画』嘉手納町地域福祉推進計画』嘉手納町地域福祉推進計画』（素案）（素案）（素案）（素案）    

            第１章第１章第１章第１章        計画計画計画計画策定の前提策定の前提策定の前提策定の前提    

            第２章第２章第２章第２章        計画の基本的な考え方計画の基本的な考え方計画の基本的な考え方計画の基本的な考え方    

            第３章第３章第３章第３章        地域福祉の推進体制地域福祉の推進体制地域福祉の推進体制地域福祉の推進体制    

            第４章第４章第４章第４章        推進施策の基本方針推進施策の基本方針推進施策の基本方針推進施策の基本方針    

                

    

    

        ①①①①    嘉手納町ホームページ嘉手納町ホームページ嘉手納町ホームページ嘉手納町ホームページ    http://www.town.kadena.okinawa.jp/http://www.town.kadena.okinawa.jp/http://www.town.kadena.okinawa.jp/http://www.town.kadena.okinawa.jp/    

        ②②②②    嘉手納町役場嘉手納町役場嘉手納町役場嘉手納町役場    １階１階１階１階    

        ③③③③    嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納町町町町総合福祉センター４階（嘉手納町社会福祉協議会）総合福祉センター４階（嘉手納町社会福祉協議会）総合福祉センター４階（嘉手納町社会福祉協議会）総合福祉センター４階（嘉手納町社会福祉協議会）    

④④④④    各区自治会各区自治会各区自治会各区自治会    

【【【【②～④②～④②～④②～④の閲覧時間８時３０分から１７時１５分の閲覧時間８時３０分から１７時１５分の閲覧時間８時３０分から１７時１５分の閲覧時間８時３０分から１７時１５分((((土日を除く土日を除く土日を除く土日を除く。。。。))))    】】】】    

⑴⑴⑴⑴    閲覧閲覧閲覧閲覧資料資料資料資料のののの概略概略概略概略    

⑵⑵⑵⑵    閲覧閲覧閲覧閲覧場所場所場所場所    



２．意見募集要項２．意見募集要項２．意見募集要項２．意見募集要項    

    

    

『（仮称）嘉手納町地域福祉推進計画』（素案）『（仮称）嘉手納町地域福祉推進計画』（素案）『（仮称）嘉手納町地域福祉推進計画』（素案）『（仮称）嘉手納町地域福祉推進計画』（素案）    

    

    

平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日((((火火火火))))から平成２７年から平成２７年から平成２７年から平成２７年３３３３月月月月２３２３２３２３日（日（日（日（月月月月））））１７時１５分１７時１５分１７時１５分１７時１５分までまでまでまで    

            ※※※※    期限内必着期限内必着期限内必着期限内必着        

    

        

○ 郵送又は持参の場合郵送又は持参の場合郵送又は持参の場合郵送又は持参の場合    

「意見記入用紙」に必要事項を記載し、以下の住所宛「意見記入用紙」に必要事項を記載し、以下の住所宛「意見記入用紙」に必要事項を記載し、以下の住所宛「意見記入用紙」に必要事項を記載し、以下の住所宛にににに郵送、又は郵送、又は郵送、又は郵送、又は提出提出提出提出くだくだくだくだ    

さい。さい。さい。さい。    

〒〒〒〒904904904904－－－－0293029302930293    嘉手納町字嘉手納５８８番地嘉手納町字嘉手納５８８番地嘉手納町字嘉手納５８８番地嘉手納町字嘉手納５８８番地    

嘉手納町役場嘉手納町役場嘉手納町役場嘉手納町役場福祉部福祉部福祉部福祉部    福祉福祉福祉福祉課課課課    社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉係係係係    宛て宛て宛て宛て    

            【受付時間】【受付時間】【受付時間】【受付時間】    ８時３０分から１７時１５分８時３０分から１７時１５分８時３０分から１７時１５分８時３０分から１７時１５分((((土・日・祝祭日を除く土・日・祝祭日を除く土・日・祝祭日を除く土・日・祝祭日を除く))))    

○ ファックス又は電子メールファックス又は電子メールファックス又は電子メールファックス又は電子メールのののの場合場合場合場合    

        「意見記入用紙」に必要事項を記載し、以下の番号・メールアドレスあて「意見記入用紙」に必要事項を記載し、以下の番号・メールアドレスあて「意見記入用紙」に必要事項を記載し、以下の番号・メールアドレスあて「意見記入用紙」に必要事項を記載し、以下の番号・メールアドレスあてにににに    

送信ください。送信ください。送信ください。送信ください。    

FFFF    AAAA    XXXX：098098098098－－－－956956956956－－－－8094809480948094（「（「（「（「福祉福祉福祉福祉課課課課宛宛宛宛て」と明記お願します。）て」と明記お願します。）て」と明記お願します。）て」と明記お願します。） 

電子メール：電子メール：電子メール：電子メール：fukushi@town.kadena.okinawa.jpfukushi@town.kadena.okinawa.jpfukushi@town.kadena.okinawa.jpfukushi@town.kadena.okinawa.jp    

    

    

①①①①    電話や口頭による電話や口頭による電話や口頭による電話や口頭による御御御御意見の受付には応じかねますので、意見の受付には応じかねますので、意見の受付には応じかねますので、意見の受付には応じかねますので、御御御御了承ください。了承ください。了承ください。了承ください。    

②②②②    御御御御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、意見に対して個別の回答はいたしかねますので、意見に対して個別の回答はいたしかねますので、意見に対して個別の回答はいたしかねますので、御御御御了承ください。了承ください。了承ください。了承ください。    

③③③③    御御御御意見提出にあたりましては、氏名及び住所を意見提出にあたりましては、氏名及び住所を意見提出にあたりましては、氏名及び住所を意見提出にあたりましては、氏名及び住所を御御御御記入ください。記入ください。記入ください。記入ください。御御御御意見の意見の意見の意見の    

概要を公開する際には、氏名及び住所概要を公開する際には、氏名及び住所概要を公開する際には、氏名及び住所概要を公開する際には、氏名及び住所等等等等は公表いたしません。は公表いたしません。は公表いたしません。は公表いたしません。    

    

３．お問い合わせ先３．お問い合わせ先３．お問い合わせ先３．お問い合わせ先    

 

    嘉手納町役場福祉部嘉手納町役場福祉部嘉手納町役場福祉部嘉手納町役場福祉部    福祉福祉福祉福祉課課課課    社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉係係係係    

                電話電話電話電話    098098098098----956956956956----1111111111111111    内線（内線（内線（内線（127127127127））））FAX:098FAX:098FAX:098FAX:098----956956956956----8094809480948094    

                ＥＥＥＥ----mmmmailailailail    ::::    fukushi@town.kadena.okinawa.jp fukushi@town.kadena.okinawa.jp fukushi@town.kadena.okinawa.jp fukushi@town.kadena.okinawa.jp     

                所在地所在地所在地所在地：嘉手納町字嘉手納：嘉手納町字嘉手納：嘉手納町字嘉手納：嘉手納町字嘉手納588588588588番地番地番地番地    嘉手納町役嘉手納町役嘉手納町役嘉手納町役場場場場１階１階１階１階    福祉課福祉課福祉課福祉課        

                【電話対応：【電話対応：【電話対応：【電話対応：8888時時時時30303030分から分から分から分から17171717時時時時15151515分分分分((((土日は除土日は除土日は除土日は除く。く。く。く。))))    】】】】    

⑴⑴⑴⑴    募集案件募集案件募集案件募集案件    

⑷⑷⑷⑷    御御御御注意注意注意注意いただきたいこといただきたいこといただきたいこといただきたいこと    

⑵⑵⑵⑵    募集期間募集期間募集期間募集期間    

⑶⑶⑶⑶    提出方法提出方法提出方法提出方法    


